
令和４年度住民税非課税世帯などに臨時特別給付金を支給します。

【お問い合わせ先】住民税非課税世帯担当  町民課戸籍医療年金係 （☎０１３７７－２－２４５３）
　　　　　　　　　家計急変世帯担当　保健福祉課福祉係 （☎０１３７７－２－２４５４）

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について
　平成１８年１１月１日より住民基本台帳の閲覧制度が変わり、年１回、閲覧申出者の氏名などを公表すること
になっております。今回は、令和３年４月から令和４年３月末までの閲覧状況についてお知らせします。

閲覧年月日 申　出　者 代表者名 利　用　目　的 閲覧対象者および対象地区

４月２２日 昇寿チャート株式会社 川井　清維 北海道総合計画の見直しに係る道民意向調査のため 新開町の１８歳以上　１０名

４月２７日 自衛隊函館地方協力本部 久保　健昭
陸上自衛隊高等工科学校生徒募集のため 町内全域の１５歳男

自衛官及び自衛官候補生募集のため 町内全域の１８歳、２２歳男女

１０月２５日 長万部町社会福祉協議会 呉　　敏弘 年末おせち料理配達事業の対象者調査のため 町内全域の８５歳以上の男女
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　家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令
和４年度課税状況を活用した運用改善を図り、令和４年度に新たに住民税非課税となった世帯に対して、１世
帯あたり１０万円の臨時特別給付金を給付します。対象となる世帯には、７月中旬から確認書の発送を開始し
ております。（既に本給付金を受給された世帯に再度支給されるものではありません。）

 給付対象者
１．世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯（住民税非課税世帯）
　　下記（１）から（３）の全てに当てはまる世帯
　　　（１）令和３年度の住民税は課税されていたが、令和４年度に住民税非課税になった
　　　（２）令和３年１２月１０日現在、日本国内の市区町村に住民登録をしている
　　　（３）令和４年６月１日現在、長万部町に住民登録をしている
　　・ 確認書は、記載内容を確認のうえ、必要事項について記入し、役場町民課へ郵送にて確認書を提出ください。
　　・書類審査後、口座振込により給付となります。
　　※ なお、これまでに本給付金を受給された世帯に、再度、給付金が支給されるものではありませんので、ご注意ください。
２．令和４年１月以降の収入が　減少し「住民税非課税相当」　の収入となった世帯（家計急変世帯）
　　 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年度分の住民税均等割が課されている世

帯全員のそれぞれの年収見込額が非課税世帯と同様の事情と認められる世帯が対象です。
　　　・対象となる方は、申請書の提出が必要となります。
　　　・確定申告書、源泉徴収票等、収入が急変したことがわかる書類等を添付していただきます。
　　詳しくは町のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせ下さい。

 給 付 額
　給付の対象となる１世帯あたり　１０万円　※上記１，２の両方に該当しても、１世帯１０万円のみとなります。

受 付 期 間
１．非課税世帯の場合　 町が「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送した日から３か月以内
２．家計急変世帯の場合　令和４年９月３０日まで


